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・この会議録は録音を文字起こしした初稿のため、誤字脱字がある場合があります。 

 

・正式な会議録が作成されるまでの暫定的なもののため、今後修正されることがあり 

ます。 

 

・正式な会議録が掲載された時点で速報版は削除されます。 

 

 

 

横 浜 市 会 



 

－１－ 

開会時刻 午後０時１分 

 

◎ 開会宣告 

○ 竹内康洋委員長  これより委員会を開会いたします。 

   欠席委員は関嵩史委員が欠席となります。 

   上着の着用は御自由に願います。 

―――――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――――――― 

◎ 市第75号議案（関係部分）の審査、採決 

○ 竹内康洋委員長  市民局関係の審査に入ります。 

   なお、当局からの発言に際しては、着座のままで結構です。 

   市第75号議案関係部分を議題に供します。 

 

市第75号議案   令和７年度横浜市一般会計補正予算（第６号）（関係部分） 

 

○ 竹内康洋委員長  当局の説明を求めます。 

○ 渋谷市民局長  よろしくお願いいたします。 

   市第75号議案、令和７年度横浜市一般会計補正予算第６号の市民局関係部分について御説明申し上げま

す。 

   予算議案書では３ページから４ページに、予算説明書では７ページに記載がございますが、本日は、別途

お配りしている市第75号議案関連資料で御説明をさせていただきます。それでは、資料を御覧ください。 

   １、補正内容についてですが、横浜市食料品等価格高騰対応給付事業の実施に伴い、市民費について、

179億872万6000円の増額補正を行います。 

   ２、事業概要についてですが、食料品等の価格高騰に直面する生活者への支援として、可能な限り速やか

に支援が行き届くよう給付事業を実施します。 

   （１）対象者は、平成19年４月１日までに生まれた方で、基準日の令和８年２月１日時点で本市に住民登

録がある方です。 

   （２）対象者数は約325万人です。 

   （３）給付額は、お１人につき5000円相当の電子クーポンまたは商品券です。 

   （４）スケジュールは、記載のとおりを予定しております。 

   最後に、３、繰越明許費補正についてですが、本事業については、給付が令和８年度となる見込みのた

め、全額を繰り越します。 

   以上が当局の説明部分でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。 

○ 竹内康洋委員長  説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

○ 藤代哲夫委員  御説明ありがとうございました。 

   先般の議案関連質疑でも、直接給付における事務コスト抑制の取組についてということで、我が会派から

も質問させていただきました。市長からクーポン発送費用の抑制であるとかＤＸ化等の創意工夫をしていく



 

－２－ 

というような御答弁をいただいたのですけれども、今、事務コストの抑制の取組についての検討状況という

か、その辺をもう少し教えていただけるとありがたいのですが。 

○ 渋谷市民局長  御質問ありがとうございます。 

   こちら、本日、議決をいただけましたら、すぐにでも公募型プロポーザルに入っていきたいと思っており

まして、複数の事業者等からも少し御意見を伺うなどしているような状況でございます。その中で、やはり

このハイブリッド型でやることについてが、迅速かつ事務費を抑えてできるものと考えているところでござ

います。 

○ 藤代哲夫委員  ありがとうございます。我が会派でこの事務費の割合について、大都市横浜であっても他

都市と同水準となる抑制に取り組むということでの要望もさせていただいたところなのですけれども、そも

そも事務費の割合というところの取組について、今現状、どうなっているのか、お聞かせいただければと思

います。 

○ 渋谷市民局長  まず、事務費につきましては、補正額の事業費の中で、１割には抑えたいというふうに

チームとして取り組んでいるところでございます。 

○ 藤代哲夫委員  ありがとうございます。スケジュールは、１月以降で随時ということなのですけれども、

なるべく早めにということはさることながら、事務費のコスト、事務費の割合についても含めての考え方、

これについては、少し市民の皆さんにも明らかになるような取組をお願いしたいと思います。これは要望と

させていただきます。 

○ 竹内康洋委員長  他に御発言もないようですので、本件については質疑を終了し、採決することに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 竹内康洋委員長  それでは、採決をいたします。 

   本件については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 竹内康洋委員長  御異議ないものと認め、市議第75号議案関係部分について原案可決と決定をいたしま

す。 

   以上で、市民局関係の審査は終了いたしました。 

   本日の委員会報告書を議長宛てに提出いたします。 

―――――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――――――― 

◎ 閉会宣告 

○ 竹内康洋委員長  本日の議題は終了いたしましたので、委員会を閉会いたします。 

 

閉会時刻 午後０時７分 

 

 


